
 

 

 

は じ め に 

 

 和歌山県を真に住みよいふるさととするためには、性別、性自認、性的

指向及び性表現にかかわらず一人一人の人権が尊重され、誰もがその個性

や能力を十分発揮できるジェンダー平等社会を実現する必要があります。 

 本県では、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、県、県民及び事

業者の責務を明らかにするとともに、県の基本的施策に関して必要な事項

を定め、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的に「和歌

山県男女共同参画推進条例」を平成 14 年３月に制定しました。 

 また、男女共同参画社会基本法及び同条例、女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律に基づき「和歌山県男女共同参画基本計画」を策定

し、改定を重ねながら取組を進めてきました。 

 令和４年３月には、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するため「和歌山県男女共同参画基本計画＜第５次＞」

（計画期間：令和４年度～令和８年度）を策定しました。 

 そして令和６年度からは、組織改正に伴い新設された「共生社会推進部

こども家庭局多様な生き方支援課」において、従来の男女共同参画行政に

ついて、ジェンダーの視点をより意識しながら実施していくこととしまし

た。 

 

 本書は、同条例第 17 条に基づき、「和歌山県男女共同参画基本計画＜第

５次＞」に基づく施策の令和５年度実績及び令和６年度事業概要を取りま

とめ、男女共同参画の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施状

況を明らかにしたものです。 


